
１　総括

 (1) 人件費の状況（普通会計決算）

（2）職員給与費の状況（普通会計決算）

　　　　　　　

（注）１　職員手当には退職手当は含みません。
      ２　職員数は、平成20年４月１日現在の人数です。

(3) 特記事項

　本市財政健全化の人件費抑制策として、平成19年４月１日から平成22年３月31日までの間、職員の給料を５％減額しています。

(4) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

（注）１ ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数です。
　　　２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものです。
　　　３　平成１７年１０月１日、１市２町１村（平戸市、生月町、田平町、大島村）新設合併のため、平戸市の５年前のラスパイレス指数は省略しています。

　　 　

２　職員の平均給与月額、初任給等の状況
 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成21年４月１日現在）

　　　　①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

17.2

（参考）類似団体平均給 与 費

千円

　　計　　Ｂ

区 分 住民基本台帳人口

（平成20年度末）

平戸市人事行政の運営等の公表

歳 出 額

　　　　　　Ａ

　　　　　　　　　　　％

（参考）

19 年 度 の 人 件 費 率

実 質 収 支

　　　　　千円　　　　　　　千円

人 件 費 率

Ｂ／Ａ

355,660

（国ベース）

333,597

千円

5,853 6,132

一人当たり給与費給与費 B/A

一人当たり

千円

389,745

391,770

701,641

平 均 給 与 月 額
平 均 給 与 月 額

区 分

期末・勤勉手当

20年度

人　

1,698,037

37,221

　　　　　千円

Ａ

人

給 料

千円

職 員 手 当

22,090,443

269,514

職 員 数

456
20年度

平 均 年 齢

363,406

18.2

人 件 費

　　　　　　Ｂ

　　　　　千円

4,030,267124,271

　　　　　　％

千円

2,669,192

447,815

―

379,013類 似 団 体 328,477

325,521

平 均 給 料 月 額

308,300

353,22043.8

41.6

41.5

43.3

区 分

平 戸 市

長 崎 県

国

（H15)
102.4

（H15)
 98.6

（H19)
97.9

（H19)
94.9（H19)

 92.7

（H20)
98.3

（H20)
95.2（H20)

 92.7

（H21)
98.4

（H21)
95.6

（H21)
93.9

80

85

90

95

100

105

平戸市 類似団体平均 全国市平均

（％）
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　　　　②技能労務職

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円

歳 人 円 円 円

円 円

円 円

　　※民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用しています（平成17～19年の３か年平均）

　　※技能労務職等の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において、完全に　一致しているものではありません。

　　※年収ベースの「公務員（C)」及び「民間（D）」のデータは、それぞれの平均給与月額を12倍したものに、公務員においては前年度に支給された

　　　　期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値です。

　　　③消防職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

（注）１　「平均給料月額」とは、平成21年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。
      ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計した　　　 
　　　　ものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものです。　

　　　　　また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから、　　　

　　　　比較のため国家公務員と同じベースで再計算したものです。

（2) 職員の初任給の状況（平成21年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円

（3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成21年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円
一般行政職

32

公務員（C） 民間（D）

― ―

1.8

2.1

3,227,400

2,917,100

区 分 年収ベース（試算値）の比較

参 考

平 戸 市

うち学校用務員

うち給食調理員

5,937,374

6,203,506

―

参 考民 間

用務員 53.9 225,900

―

対応する民
間の類似職

種

― ―

41.7 255,800

― ―

349,303

322,737

318,612

―

―

―

―

調理員

平均給与月額

（A）

354,384

平均給与月額

（国ベース）

322,954

285,548

381,305

―

C/D

―

305,088 329,18448.2類 似 団 体

国

47.3長 崎 県 464

19平 戸 市 52.8

52.7

53.1

13

区 分

うち用務員

うち調理員

4,429

6

49.2

―

―

1.4

―

348,200

344,833

―

―

350,600 356,100 351,792 1.6

349,594

343,000 350,633

―

経験年数２０年経験年数１０年

290,600 309,874

（国ベース）

304,748

357,686

365,424 332,778

平均給与月額

-

329,967

A/B平 均 年 齢
平均給与月額

（B）

公 務 員

平 均 年 齢 職 員 数

172,200

平均給与月額

長 崎 県

172,200

平 戸 市

172,200

40.1

40.4

類似団体

平 戸 市

区 分 平均年齢 平均給料月額

平均給料月額

140,100

国

140,100

137,900

経験年数１５年

249,312

140,100

区 分

技能労務職

231,539

区 分

大 学 卒

高 校 卒

一般行政職
大 学 卒

312,873

高 校 卒

高 校 卒

339,625

154,300 －
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３　一般行政職の級別職員数等の状況
（1) 一般行政職の級別職員数の状況（平成21年４月１日現在）

人 ％

人 ％

人 ％

人 ％

人 ％

人 ％

（注） 1 平戸市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。

2 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

  

（注） 1 平成１８年４月１日付で８級制から６級制に変更しています。（旧給料表の１級及び２級並びに４級及び５級をそれぞれ統合）
2 平成１７年１０月１日、１市２町１村（平戸市、生月町、田平町、大島村）新設合併のため、５年前の構成比のグラフは省略しています。

（2) 昇給への勤務成績の反映状況
　

４　職員の手当の状況

（1) 期末手当・勤勉手当

千円 千円

（20年度支給割合） （20年度支給割合） （20年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　　  勤勉手当

 月分  月分  月分  月分  月分  月分

（ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

・役職加算 ・職務段階別加算 ・役職加算

・管理職加算 ・管理職加算

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合です。

【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況

1.50

―

　人事評価制度導入に向けて現在準備を行っています。

1.6 0.75 1.6

3.0

5～20％

10～25％

1.50

0.751.6

16.0

平 戸 市 長 崎 県 国

　勤務成績が良好な者について昇給を行っています。なお、人事評価制度導入に向けて現在準備を行っています。

支所課長・課長補佐・次長・所長・参事

理事・支所長・課長・局長・所長・事務長・主幹
10.0

15.4

構成比

3.1

32.2

71 22.3

職員数

1.50

5～15％ 5～20％

10～20％

10
主事・技師・主事補・技師補

主事・技師

106

１人当たり平均支給額（20年度）１人当たり平均支給額（20年度）

１ 級

3.0

区　　分 標準的な職務内容

49

５ 級

３ 級

６ 級

51

1,502

４ 級

3.0

班長・係長・主事・技師

支所課長補佐・班長・係長・主任・主査

２ 級

32

1,850

0.75

１級, 3.1% １級, 4.0%

２級, 15.4% ２級, 17.8%

３級, 22.3%
３級, 21.3%

４級, 32.2%

５級, 16.0% ５級, 16.4%

６級, 10.0% ６級, 8.3%

４級, 33.2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

平成21年の構成比 平成20年の構成比
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（2) 退職手当（平成21年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

（2～20％加算） （2～20％加算）

（退職時特別昇給　　　　　　　な　し　　　）

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、前年度に退職した職員に支給された平均額です。

 (3) 地域手当

（平成21年４月１日現在）

千円

千円

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

(２２年度の制度完成時）

％ ％

％ ％

％ ％

％ ％

％ ％

（注）国の制度では、平成22年度での完成を目指して、平成18年度から支給率を段階的に引き上げることとしています。                                                                          

47.50

59.28

23.50

33.50 41.34

59.28

30.55

59.28

平 戸 市

3

312

59.2859.28

30.5523.50

59.28

3

支給率 国の制度（支給率）

国の制度（支給率）支給率

41.34

支給職員１人当たり平均支給年額（20年度決算） 104,161

3,683

支給実績（20年度決算）

長崎市 3

支給対象地域

支給対象職員数支給対象地域

33.50

47.50

長崎市 3

27,269

国

3

4



 (4) 特殊勤務手当（平成21年４月１日現在）

千円

　円

　％

 (5) 時間外勤務手当

千円

千円

月額 6,000円以内

交換業務を正規の勤務と
している者が深夜勤務に
従事した場合

勤務1日につき 230円放射線（エックス線）作業

1回につき 200円水火災又は救急業務

〃 勤務1日につき 300円以内

放射線（エックス線）技術職員
及び臨床検査（衛生検査）
技術職員

放射線（エックス線）技術職員及び
臨床検査（衛生検査）技術職員

2,000円

2,800円

3,200円

月額　6,000円

1日1件につき 1,500円
1日1件につき 4,000円

左記職員に対する支給単価

月額 7,600円

月額 4,000円

1勤務につき 400円

勤務1回につき 300円

深夜における勤務時間が
2時間未満である場合

主な支給対象業務

税務職員

行旅病人の収容
行旅死亡人の取扱

現業査察又は医療事務

汚物処理

税務事務に従事する職員

〃

主な支給対象職員手当の名称

行旅病人又は行旅死亡人の収容
に従事する職員

特殊業務手当

職員全体に占める手当支給職員の割合（20年度）

福祉事務従事職員のうち現業査察
又は医療事務に従事する職員

深夜における勤務時間が
2時間以上4時間未満で
ある場合

手当の種類（手当数）

支給実績（20年度決算）

〃

感染症防疫作業又は
細菌検査等

〃
消防本部又は消防署に勤務する
消防職員

〃 看護師・准看護師

感染症防疫作業又は細菌検査等
に従事する職員

火葬業務

〃

支給実績（20年度決算）

危険業務手当

〃

職員１人当たり平均支給年額（20年度決算）

73,435

159

深夜における勤務時間が
4時間以上である場合

消防職員で水火災又は救急業務
に出動し、その業務に従事した職
員

放射線（エックス線）作業に従事し
た職員

汚物処理作業に従事する職員

〃

〃

火葬に従事する職員

19,636

92,190

32.1

11

支給職員１人当たり平均支給年額（20年度決算）
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（6) その他の手当（平成20年４月１日現在）

配偶者

配偶者以外

1人につき

１人（配偶者非扶養）

１人（配偶者なし）

家賃を支払っている職員（月額12,000円を超えるもの）

家賃23,000円を超える場合

※最高限度額　　　27,000円

所有住宅の世帯主（購入・新築から5年間） 2,500円

交通機関利用者

自動車等交通用具利用者

管理又は監督の地位にある職員

円

正規の勤務時間として午後10時から午前5時までの間

勤務する職員に支給

宿日直勤務を命ぜられた職員 20,000円

その他職員

管理職が臨時又は緊急・その他の公務の運営の必要により、

休日等に出勤した場合 0

同
千円

千円
同

支給職員
1人当たり

平均支給年額
（20年度決算）

239,552

円

円

千円

支給実績
（20年度
実績）

宿日直手当

最高限度額：55,000円

管理職員
特別勤務手当

休日勤務手当
勤務１時間あたりの給与額×135/100×時間数

住居手当

家賃23,000円以下

（家賃－23,000円）×1/2＋11,000円

扶養手当

手 当 名

夜間勤務手当

850,000円以内

84,480

円

0

円

247,121

円

円

276,000

162,703

356,420

千円

19,603

円

千円

87,437

同

※平成１８年７月１日から平成２１年１０月３１日までの手当
額は、支給割合に100分の50を乗じて得た額となります。

2,000円～24,500円

給料月額×15％～6％ 30,643

33,808

45,523

千円

　－　　　　円

千円

11,000円

1,656
23,000円
ただし、職員の住居と配偶者の住居の距離が100km以上の場合
加算額（6,000円～45,000円）

円

98,749

225,385

同

－

13,000円

6,500円

－ －

6,500円

家賃－12,000円

同

千円

11,574

国は俸給
の特別調
整額とし
て支給

千円

同

勤務１時間あたりの給与額×25/100×時間数

医師

24,080

単身赴任手当

通勤手当

管理職手当

－  千円

1回につき4,000円を超えない範囲

4,200円

満15歳に達する日後の最初の４月１日
から満22歳に達する日以後の最初の３
月31日までの間にある子の加算

5,000円

国の
制度
との
異同

国の
制度と
異なる
内容

内 容 及 び 支 給 単 価

医師手当
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５　特別職の報酬等の状況（平成20年４月１日現在）

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

円）

円 円／ 円

円）

円 円／ 円

円）

月分

月分

　　 （算定方式） （１期の手当額） （支給時期）

給料月額×在職年数×600/100 千円 （在任期間毎）

給料月額×在職年数×360/100 千円 （在任期間毎）

給料月額×在職年数×240/100 千円 （在任期間毎）

(注）               1 退職手当の「1期の手当額」は、4月1日現在の給料月額及び支給率に基づき、1期（4年＝48月） 勤めた場合における退職手当の見込額です。   
2 地域自治区の長として、生月支所、大島支所には区長（特別職）を置いています。
3 平成19年４月１日から平成21年11月５日までの間、議長、副議長及び議員の報酬を５％減額しています。

180,000

769,000 249,000

465,000

4,732

－

598,000 230,000

200,000522,000

259,000

期

末

手

当

議 員

市 区 町 村 長

副 議 長 3.35

区 分

市 区 町 村 長

　　（20年度支給割合）

市 区 町 村 長

給

料

報

酬

副 市 長

議 長

副 市 長

備　　　　考

区 長

退

職

手

当

副 市 長

議 員

収 入 役

区 長

議 長

副 議 長

3.35

17,088

－

940,000

　　（20年度支給割合）

310,000

493,000

394,000

712,000

8,611

給 料 月 額 等

566,500

（415,000

（347,000

（326,000

（参考）類似団体における最高／最低額

330,000
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６　職員数の状況

（1)部門別職員数の状況と主な増減理由
（各年４月１日現在）

人

人）

人口1,000人当たり職員数　　　　　　　　　　 人

人）

人口1,000人当たり職員数　　　　　　　　　　 人

（注） 1 職員数は一般職に属する職員数です。
2 [     ]内は、条例定数の合計です。

（2)年齢別職員構成の状況（平成21年４月１日現在）

　

出張所開設に伴う業務増及び体制整備に伴う増

事務事業の合理化による縮小

事務事業の合理化による縮小

事務事業の合理化による縮小

事務事業の合理化による縮小

11.9

＜参考＞

人口1,000人当たり職員数　　　　　　　　　　

事務事業の合理化による縮小

7.82

（類似団体の人口1,000人当たり職員数 7.33

事務事業の合理化による縮小

事務事業の合理化による縮小

＜参考＞

-2

0

-15

[ 0 ]

-29

0

48歳 52歳

～ ～

26

130

32歳 36歳

[715］

-11

-1

41 41

-2

18 16

52 50

0 0 0

-796

22

対前年
増減数

主 な 増 減 理 由

～

56歳

計

60歳

人人 人

59歳 以上

636

-2

-1

-2

0

～

40歳

～ ～

44歳

職 員 数

平成20年

一
般
行
政
部
門

6

45

労働

議会

農林水産

　　　　　　　　区　　分

　部　　門

普
通
会
計
部
門

区 分

未満

病院

小　計

消防部門

～

20歳 20歳

23歳

人

39歳 55歳

人

43歳 47歳 51歳

人

35歳

76 771 7173 5764

141

～

24歳

0

6

28歳

33

＜参考＞

～

89

21

5

76 -1

26

0

291

0

306

6

職員数
830

[715］

民生

衛生

74

77

75

人人

平成21年

45

32

636

24

～

665

27歳 31歳

人人 人

教育部門

土木

総務

税務

商工

計

208 194 -14

公
営
企
業
会
計
等
部
門

その他

合 計

下水道

水道 28

交通

小　計

人

4019

人

1

442457 -15

75

9.64

事務事業の合理化による縮小

事務事業の合理化による縮小

-1

（類似団体の人口1,000人当たり職員数

事務事業の合理化による縮小

17.1

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

H20 構成比

H21 構成比％
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(3)定員管理の数値目標及び進捗状況

　①平成18年4月1日～平成22年4月1日における定員管理の数値目標

　（参考）平戸市定員適正化計画における定員管理の数値目標

　①定員管理の数値目標の年度別進捗状況の概要 （各年４月１日現在）

635 ( 119.0% ) 643

公営企業等
会計

増減

-6 -29
合計

増減 － -15

職員数 685 670

152 ( 700.0% ) 164158

-50 -42

664

1 -6 -14 -2－ -9

職員数 166 157

13 14

74 75 ( 92.9% ) 76職員数 62 73

1増減 －

-16

22 19 ( 106.3% ) 20

-2 -3 -17

-38

410 389 ( 84.2% ) 383

（参考）
数値目標

一般行政
増減 － -5

職員数 421 416

-21 -32

H20
２年目

1

部門 増減等
H18

計画始期
H19

１年目

-6

現業部門
増減 － -12

H21
３年目

H20年
計

-6.1

24

人

643685

62職員数

消防職
11

増減

職員数

増減

職員数

－

421

職員数 36

平成18年4月1日

公営企業等
会計

合計

-42

－

H19

416

平成22年4月1日
職員数

純減数 純減率

人 ％

平成18年4月1日
職員数

人

全部門で42人減

計画期間

始　　期 終　　期
純減数

平成22年3月31日

1 2

部門

一般行政

現業部門

増減

職員数

増減

職員数

消防職
11

増減等 H18

－

増減

36

H20 H21 H22

-5 -5

411

-8

403

-20

383

-5 -2 -1

28 23 21 20

-8

73 74 76 76

－ -2 0 0

664

166 164 164 164 164

0

643

－ -4 -9 -8

685 681 672

計画期間増減計

-38

－

－

-16

－

14

－

-2

H22
４年目

-42

【増員　14　減員　-56】

-21

0
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７．職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

（１）勤務時間

一般的な行政職員の勤務時間及び休憩、休息時間は次のとおりです。

※平成19年7月１日より休息時間を廃止しています。

（２）その他の勤務条件

① 一般職員の年次有給休暇の取得状況

　職員の年次有休休暇は、1年（暦年）につき20日あります。なお、年の途中で採用された職員は、採用された日の属する月に応じて

2日～20日の年次有給休暇が与えられます。

　また、年次有給休暇のうち職員がその年に与えられなかった日数（残日数）があるときは、20日を超えない範囲内の残日数を翌年に

繰り越すことができます。

※集計期間は、平成20年1月1日～平成20年12月31日まで。

40時間

1日の勤務時間

8時間

開始時刻

8:30

週の勤務時間

平均取得日数　（日）

9.6

休息時間

12:00～12:15
15:00～15:15

週休日

土曜日
日曜日

終了時刻

17:15

休憩時間

12：15～13：00

平均消化率　（％）

24.3
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② その他の休暇の種類

職員は必要がある場合、以下の休暇を取得することができます。

必要と認められる期間

必要と認められる期間

必要と認められる期間

2日を超えない範囲内

90日を超えない範囲内において医師の証明
等に基づき、必要と認める期間

付与日数

1年において5日の範囲内の期間

１．病気休暇

休暇の概要

負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務をしないことがやむを得ないと認め
られる場合

２．生理休暇

３．特別休暇

生理日の就業が著しく困難な女子職員が休暇を請求した場合

選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ない
と認められる場合

〃

〃

職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その
他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申
出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提
供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことが
やむを得ないと認められる場合

〃

〃

職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する活動（専ら親族に対する支援と
なる活動を除く。）を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められる場合

職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等の
ため勤務しないことが相当であると認められる場合

5日の範囲内の期間

産前：8週間以内に出産する予定である女子職員が申し出た場合
産後：女子職員が出産した場合

産前：出産の日までの申し出た期間
産後：出産の日の翌日から8週間を経過する
日までの期間

〃
生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等
を行う場合

一暦年につき30日を超えない範囲内の期間

1日2回それぞれ45分以内の期間

3日の範囲内の期間

当該期間内における5日の範囲内の期間

一の年において5日の範囲内の期間

必要と認められる期間

介護を必要とする一の継続する状態ごとに、
連続する6月の期間内において必要と認めら
れる期間

配偶者：10日、父母：7日、子：5日、祖父母：3
日、孫：1日、兄弟姉妹：3日、　等

1日の範囲内の期間

一の年の7月から9月までの期間内における3
日の範囲内の期間

7日の範囲内の期間

〃

〃

〃

〃

地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が減失し、又は損壊した場合で、職
員が当該住居の復旧作業のため勤務しないことが相当であると認められる場合

４．介護休暇

地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により、出勤することが著しく困
難であると認められる場合
地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回
避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母等で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期
間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相
当であると認められる場合

〃

〃

〃

職員の妻が出産する場合で、職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付き添い
等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

職員の妻が出産する場合であって、その出産予定日の6週間前の日から当該出産の日
後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産にかかる子又は小学
校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しな
いことが相当であると認められる場合

５．組合休暇

〃

〃

職員が父母の追悼のための特別な行事のため勤務しないことが相当であると認められる
場合

職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実
のため勤務しないことが相当であると認められる場合

小学校就学の始期に達するまでの子（配偶者の子を含む。）を養育する職員が、その子
の看護（負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。）のため勤務しない
ことが相当であると認められる場合

職員の親族が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認
められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

職員が任命権者の許可を得て登録された職員団体の業務又は活動に従事する場合

11



８．職員の分限及び懲戒処分に関する事項

（１）分限処分（地方公務員法第28条）

分限処分とは、公務の能率を維持する見地から、勤務実績が良くない場合や心身の故障により長期の休養を要する場合などに

職員の意に反して行う処分のことで、降任、免職、休職、降給の４種類があります。

平成20年度における分限処分の状況は下記のとおりです。

（注） 休職処分を受けている者の休職期間が延長された場合は、そのつど新たな処分が行われたものとして計上しています。

（２）懲戒処分（地方公務員法第29条）

懲戒処分とは、職員に職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合や

公務員としてふさわしくない非行があった場合などに、制裁として行うものです。

平成20年度における懲戒処分の状況は下記のとおりです。

人 人 人 人

９．職員の服務に関する事項

すべての職員は、「全体の奉仕者」として公共の利益のために勤務し、職務遂行に当たっては全力を挙げて

これに専念しなければなりません。この服務の根本基準を忠実に実行するため、地方公務員法では

職員に対し以下のような服務上の規制を課しています。

① 法令等及び上司の職務上の命令に従う義務　（第32条）

② 信用失墜行為の禁止　（第33条）

③ 秘密を守る義務　（第34条）

④ 職務に専念する義務　（第35条）

⑤ 政治的行為の制限　（第36条）

⑥ 争議行為等の禁止　（第37条）

⑦ 営利企業等の従事制限　（第38条）

※ 平成20年度に、服務義務違反により処分された職員は3人です。

１０．職員の研修の状況

（１）職員研修の状況（平成20年度）

　研修の種類として、市町村職員中央研修所（市町村アカデミー）及び市町村国際文化研修所（国際文化アカデミー）派遣のほか、

長崎県中都市経営研究会、長崎県市町村職員研修協議会が主催する研修（新規採用職員研修等）、独自研修などがあります。

　平成20年度の実績は下記のとおりです。

名 名 名

適格性の欠如

0

0

処分の種類

処分事由

勤務実績の不良

心身の故障

0

0

0

0

平成20年度

戒告

3

減給

0

0 0 0

0

0 3 0

0 0 0

廃職又は過員

刑事事件に因る起訴

欠格条項該当

平成20年度

男　　性

54 16 70

0

降給

0

計女　　性

0 0

人　　　　　　　数

停職 免職

0 00

免職降任

0 00

休職
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１１．職員の福祉及び利益の保護の状況

（１）共済組合の短期給付、長期給付及び福祉事業の概要

（２）健康管理

　職員の安全と健康を確保すると共に、快適な職場環境の形成を促進するために、定期健康診断など次のような取り組みを行っています。

12．公営企業職員の状況
　(1)　水道事業
  　 ① 職員給与費の状況

ア　決算

　　　　　　　

（注） 1 職員手当には退職給与金を含みません。
2 職員数は、平成20年３月３１日現在の人数です。

イ　 特記事項

　本市財政健全化の人件費抑制策として平成19年４月１日から平成22年３月31日までの間、職員の給料を５％減額しています。

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（平成21年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

歳 円

（注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。  

 ③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

（20年度支給割合） （20年度支給割合）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末手当　 勤勉手当 　　期末手当　 勤勉手当

 月分  月分  月分  月分

（ ）月分 （ ）月分 （ ）月分 （ ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

・役職加算 ・役職加算

（注）　(　  )内は、再任用職員に係る支給割合です。

0.75 1.6 0.75

5～15％

1.503.01.50

区 分

１人当たり平均支給額（20年度）

平 戸 市

事 業 者

5～15％

3.0

平 戸 市

1.6

一 般 行 政 職

１人当たり平均支給額（20年度）

職員給与費比率

22.33

　　　　　　Ｂ／Ａ

1,413 1,502

団 体 平 均

20年度

％

52,787

区 分 職 員 数

平均年齢

39.4

45.6

一人当たり

370,362

一人当たり給与費給 料 職 員 手 当Ａ 　　計　　Ｂ 給与費 B/A期末・勤勉手当

（参考）市町村平均

平均月収額

473,701

564,094

基本給

315,059

項　　目

メンタルヘルス 2年1回

定期健康診断

主な内容

専門医による講習会

レクリェーション等

9月から11月

公務災害補償

共済制度
公立学校共済組合長崎県支部

区　　　分 実施団体 内　　　容

590,992

純損益又は総費用

131,973

千円

21 75,084 15,265 31,690 122,039 5,811 6,781

千円　　　　　千円人 千円

Ａ  

　　　　千円

実質収支

給 与 費

千円千円

千円　

総費用に占める

短期給付、長期給付等に関する事業を行っています。民間業者
に例えると、社会保険、厚生年金等に相当します。

公務員が公務上受けた労働災害を公務災害といい、
地方公務員災害補償法に基づく補償を受けます。

地方公務員災害補償基金

長崎県市町村職員共済組合

職員給与費

福利厚生活動

実施時期等

年1回

胸部X線撮影、尿検査、血液生科学検査、心電図検査等

千円　
20年度

区 分

Ｂ　
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イ　退職手当（平成21年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

定年前早期退職特例措置 定年前早期退職特例措置

（5～50％加算） （5～50％加算）

（退職時特別昇給　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） （退職時特別昇給　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円 １人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、前年度に退職した職員に支給された平均額です。

ウ　地域手当（平成21年４月１日現在）

※地域手当は支給されていません。

エ　特殊勤務手当（平成21年４月１日現在）

※特殊勤務手当は支給されていません。

オ　時間外勤務手当

千円

千円

（注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含みます。

カ　その他の手当（平成21年４月１日現在）

円

円

円

円

円

④定員管理の数値目標及び進捗状況

６　職員数の状況

　（３）定員管理の数値目標及び進捗状況　参照

30.55

59.28

231

内容及び支給単価 （20年度決算）

23.50 30.55

33.50 41.34

47.50 59.28

手　当　名

59.28 59.28

平 戸 市 一般行政職・団体平均等

支給実績（20年度決算） 4,627

職員１人当たり平均支給年額（20年度決算）

一般行政職
の制度との

異同

一般行政職
の制度と異
なる内容

支給職員１人当たり支給実績
平均支給年額

住居手当

310,323扶養手当 同 千円5,276

（20年度決算）

通勤手当 同

千円

管理職手当 同 千円 201,093

同 254,250

116,932千円2,222

1,017

804

27,269

なし なし

3,683－ －

59.28

33.50 41.34

47.50 59.28

23.50

休日勤務手当

※職員の手当の状況
（６）その他の手当参照

同 5 千円 5,004
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